
令和７年度 第２回 群馬地方労働審議会

令和８年３月13日

〇群馬労働局行政運営方針に基づく労働施策の進捗状況（下半期）





第１ 最低賃金・賃金の引上げに向けた支援、非正規雇用労働者への支援

１ 最低賃金・賃金の引上げに向けた中小・小規模企業等支援、
非正規雇用労働者への支援

（１） 事業場内最低賃金の引上げに取り組む中小企業・小規模事業者の
生産性向上に向けた支援

◆業務改善助成金（申請件数）

（２） 最低賃金制度の適切な運営

１

• 群馬県内の企業の賃金引上げの取組
事例等を掲載した賃金引上げ特設ペー
ジのリーフレットを当局独自に作成し周
知を実施

• 特設ページでは、最低賃金引上げや賃
金引上げに伴う各種支援策（業務改善
助成金・キャリアアップ助成金等の各種
助成金の活用や年収の壁・支援強化
パッケージ、群馬県の賃上げ支援策「ぐ
んま賃上げプロジェクト」等）を紹介

• これら支援策について、局HP掲載、労
働基準監督署を含め、群馬県最低賃
金及び群馬県特定最低賃金の改正に
併せて周知・広報を実施するとともに、
企業へあらゆる機会を捉え、各種支援
策の利活用を促進し、生産性向上、賃
上げ原資の確保に向けた働きかけを
実施

・ 厚生労働省が委託する「働き方改革推進支援セン
ター」専門家によるコンサルティング等を実施

◆センターの主な実績（件数）

コンサルティング セミナー開催

令和７年12月末 ２８１件 ７件

令和６年度 ６７０件 ４１件

・ 生産性向上等を通じた最低賃金の引上げを支援するための助成金制度

の利用を促進

・ 生産性向上のための設備投資等を行い、事業場内最低賃金を30円以上

引上げた事業主に対して、設備投資等経費の一部を助成

令和７年１２月末現在 324件

令和６年度 257件

• FM群馬スポットCMを朝晩の通勤時間

帯を中心に10月から11月、２月に32回

放映

• 上毛新聞に新聞広告を10月、２月に２

回掲載

• 県、市町村（36団体）及び群馬県経営

者協会等の経営者団体、関係団体

（122団体）を直接訪問するなどして、広

報誌への掲載、本省作成及び当局作

成のポスター等の広報グッズの掲示・

配布依頼を実施

• 当局及び群馬県において企業向けメー

ルマガジン、説明会等を通じた周知・広

報を実施

• 記者クラブへの投げ込みによる広報を

実施

▽上毛新聞広告

○群馬県最低賃金（時間額1,063円、３月１日発効）の周知・広報

・ 地方版政労使会議において、「賃金引上げ」に向けた取組をテーマに情
報共有・意見交換を行った（令和８年１月30日開催）。



第１ 最低賃金・賃金の引上げに向けた支援、非正規雇用労働者への支援

１ 最低賃金・賃金の引上げに向けた中小・小規模企業等支援、
非正規雇用労働者への支援

２

△広報用ポケットティッシュ

○群馬県特定（産業別）最低賃金の改正及び周知・広報

• 特定最低賃金が設定されている4業種について、前年から64円引き上げ、
鉄鋼業は時間額1,131円に、機械器具製造業、電気機械器具製造業及び
輸送用機械器具製造業は時間額1,120円に改正（１月１日発効）

• 局HP掲載、プレスリリースにて周知・広報を実施

• 県・市町村（36団体）及び群馬県経営者協会等の経営者団体・関係団体
（122団体）を直接訪問するなどして、広報誌への掲載、当局独自に作成
したポスター・リーフレット等の掲示・配布依頼を実施

○最低賃金の履行確保
・ 最低賃金の履行確保上問題があると考えられる事業場や業種に対して、
重点的に監督指導等を実施

△YouTube動画

△職員用缶バッジ

• 群馬県と連携し、当局独自に改正最低賃金及び業務改善助成金及び群
馬県「ぐんま賃上げ促進支援金」等の賃上げ支援策の周知に関する広報
グッズ（リーフレット、ポケットティッシュ）を作成

• 当局公式YouTube、Instagram、群馬県公式X等のSNSを活用した周知・広
報を実施

• 県内ハローワーク窓口、労働局庁舎1階、群馬県庁1階の電光掲示板に
おいてデジタルサイネージを放映

• 群馬県最低賃金額及び賃金引上げ関連へ案内するQRコードをプリントし
た職員用缶バッジを作成し、説明会や窓口等対応時に周知・広報を実施



第１ 最低賃金・賃金の引上げに向けた支援、非正規雇用労働者への支援

１ 最低賃金・賃金の引上げに向けた中小・小規模企業等支援、
非正規雇用労働者への支援

（３） 同一労働同一賃金の遵守の徹底

（４） 非正規雇用労働者の処遇改善・正社員転換を行う企業への支援

◆キャリアアップ助成金（社会保険適用時処遇改善コース）

◆キャリアアップ助成金（正社員化コース）

３

報告徴収実施件数 うち助言・指導実施件数

令和７年度（１２月末） １６７件 １３４件

令和６年度 ３１８件 ２９６件

・パートタイム・有期雇用労働法に基づく同一労働同一賃金の徹底のため、
企業への指導を実施
◆報告徴収実施件数

・監督署の集団指導および雇用環境・均等室主催説明会において、
パートタイム・有期雇用労働法を周知したうえで、企業に対し同一
労働同一賃金に係る自主点検を実施。

・「キャリアアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コース」、「短時間労働

者労働時間延長支援コース」等の活用により、年収の壁を意識せず働くこ

とのできる環境づくりを支援

・民間金融機関が実施するビジネスマッチ
ングフェア等に参加し、各種助成
金や法制度を周知

【11/20 桐生信用金庫】
ビジネスマッチングフェアに参加し、
各種助成金や法制度を周知する
ために、ブースを出展

支給事業所数 令和６年度 ５６件

支給事業所数 令和７年１２月末 ８１６件

支給事業所数 令和６年度 ５３９件



第２ リ・スキリング、労働移動の円滑化

１ リ・スキリングによる能力向上支援

（１） 人材開発支援助成金による人材育成の推進

（２） 公的職業訓練のデジタル推進人材の育成支援

○公的職業訓練の実施状況

・デジタル分野に係る公的職業訓練の訓練コースの拡充を図り、受講に
つなげるとともに、訓練開始前から訓練終了後までのきめ細かな個別・  
伴走型支援を実施

◆公共職業訓練受講率

受講率
（うちデジタル
分野受講率）

令和７年12月末 64.4％ （63.4％）

令和６年度 65.9％ （62.2％）

◆求職者支援訓練受講率

受講率
（うちデジタル
分野受講率）

令和７年12月末 75.9％ （87.3％）

令和６年度 76.7％ （83.2％）

・ 人への投資促進コース、事業展開等リスキリング支援コースについて、
ハローワーク主催の就職面接会や、ビジネスマッチングフェア等企業が
多く参加するイベントにて、積極的な活用勧奨を実施

４

◆人材開発支援助成金（事業展開等リスキリング支援コース）
訓練実施計画届け出実績
令和７年１２月末 ２７７件 （ ２，２４０人分）
令和６年度 ２０８件 （ ２，５３６人分）

◆人材開発支援助成金（人への投資促進コース）
訓練実施計画届け出実績

 令和７年１２月末 ３５件 （ ２，５６１人分）
令和６年度 ６２件 （ ３，２２４人分）



第２ リ・スキリング、労働移動の円滑化

２ 労働移動の円滑化

（１） 就職困難者を雇い入れる事業主への支援による労働移動の円滑化

（２） キャリアコンサルティング機能の充実等

（３） 地域雇用の課題に対応する地方公共団体等の取組の支援

地方公共団体等と雇用対策協定による連携を図り、魅力ある雇用機会の
確保や企業ニーズにあった人材育成、就職促進等の取組を一体的に推進。
また、令和7年10月に新たに伊勢崎市と雇用対策協定を締結

〇各種助成金制度

○キャリア形成・リスキリング相談コーナー

・キャリア形成・リスキリング推進事業（厚生労働省委託事業）において、常駐
（前橋所）・巡回（前橋所以外の安定所）相談により、ジョブ・カード及び労働
市場情報や職業・教育訓練等に関する情報を活用し、自己理解や仕事理解
を深め、キャリア・プランの作成や、リスキリングに係る相談支援を実施

５

利用者数
うち訓練
受講希望者

令和７年12月末 829人
715人

（86.2％）

令和６年度 1,138人
983人

（86.4％）

◆早期再就職支援等助成金
・早期雇い入れ支援コース
支給決定件数 令和７年12月末 ０件

令和６年度 ４件
・中途採用拡大コース
支給決定件数 令和７年12月末 ０件

    令和６年度 ０件

◆特定求職者雇用開発助成金（成長分野等人材確保・育成コース）
支給決定件数 令和７年12月末 ５件

令和６年度 １８件



第３ 人材確保の支援の推進

１ 人材確保の支援

（１） 人手不足対策

○ 人材確保コーナー等における人材確保支援

○ ハローワークによる求人充足サービスの充実

・局及び各ハローワーク主催による就職イベント以外では、関係団体が主
催する人材確保に向けた各種支援や業界ＰＲ等の機会に積極的に参画

・オンラインを活用した求人受理については、群馬局内すべてのハローワーク
にて実施しており、令和７年11月時点での平均利用率は89.5％（全国平均
84.7％）
・積極的な事業所訪問等により求人者との顔の見える関係を構築するとともに、
企業ＰＲシートの作成や企業説明会等を開催。また、求人条件緩和等と併せ
て、求人者等へ専門家による雇用管理コンサルタントの活用について周知
するなど、様々な支援を実施
※介護事業者からの相談については、介護労働安定センターが実施する無
料相談を周知・斡旋

・前橋及び高崎ハローワークの人材確保対策コーナーを中心に、人材不
足分野に関するセミナー、就職面談会等の実施

医療 介護 保育 建設 警備 運輸

令和７年12月末 2.34 3.50 2.82 7.89 6.42 2.39

令和６年度 1.98 3.29 1.68 6.88 5.61 2.33

（注）原数値、職業別常用（パートタイム含む）◆分野別有効求人倍率の状況

・また、医療・介護・保育分野に特化した集中的な充足対策による、各事業
所への訪問支援を実施

※コーナー設置所のみではなく、全安定所にて実施
●医療分野事業所：計２７ヶ所（実施期間 6～10月）
●介護分野事業所：計４６ヶ所（実施期間 9～12月）
●保育分野事業所：計１１ヶ所（実施期間 12月～2月※）

（※訪問実績は12月末時点）

６

・上記のほか、各関係団体とも連携を図り、合同就職面談会等の実施



第４ 多様な人材の活躍促進と職場環境改善に向けた取組

１ 仕事と育児・介護の両立支援、多様な働き方の実現に向けた
環境整備、ワーク・ライフ・バランスの促進

（１） 仕事と育児・介護の両立支援
・改正育児・介護休業法の履行確保が図れるよう、事業場に対する指導等を
実施 （令和７年12月末日現在：115社中102社助言指導）
・両立支援等助成金活用促進のため、企業訪問による育休中等業務代替支
援コースの周知や各種イベントの出展ブースにて資料の配布を実施

◆支給申請件数（令和７年１２月末現在）

（２） 次世代育成支援対策の推進
・行動計画終期が近い事業主に対し、次期行動計画の策定・届出を文書等
により勧奨（毎月）
・改正により、常時雇用する労働者101人以上の企業に義務化された①育児
休業等の取得状況、②労働時間の状況に係る数値目標の設定を徹底する
ため、企業への指導を実施

◆一般事業主行動計画策定届出済み企業数（令和７年１２月末現在）

◆くるみん認定企業数（令和７年１２月末現在）

・不妊治療と仕事の両立支援
次期行動計画に不妊治療と仕事の両立に配慮した措置の実施を検討する
よう資料等を送付し勧奨（毎月）

くるみん認定 ９０社 （うち、くるみんプラス認定 ２社）

プラチナくるみん認定 １１社 （うち、プラチナくるみんプラス認定 ３社）

・くるみん認定マーク

７

出生時両立支援コース ３５件

介護離職防止支援コース １５件

育児休業等支援コース ７６件

育休中等業務代替支援コース ６件

柔軟な働き方選択制度等支援コース ４件

不妊治療及び女性の健康課題対応コース １件

※事業所内保育施設コースについては申請件数０件

行動計画策定届出企業数 届出率

常用労働者数301人以上 ２３２社 ９５．９％

常用労働者数101人以上300人以下 ５１３社 ９７．２％
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第４ 多様な人材の活躍促進と職場環境改善に向けた取組

（３） 多様な働き方の実現に向けた環境整備、ワーク・ライフ・バランスの促進
・ワーク・ライフ・バランスに資する勤務間インターバル制度の導入促進に当
たり、働き方・休み方改善コンサルタントが専門的な助言・指導を実施

（１） フリーランス・事業者間取引適正化等法の履行確保等

・法違反に関する申出があった場合には、速やかに申出内容を聴取し、調査、
是正指導等を実施し、委託事業者等との取引上のトラブルについての相談
があった場合には、「フリーランス・トラブル１１０番」を紹介

２ フリーランスの就業環境の整備

相談 助言 指導

令和7年
12月末

２３件 １４件 １件

３ 女性活躍推進に向けた取組促進等

（１） マザーズハローワーク等による子育て中の女性等に対する就職支援の
実施

８

○前橋、高崎、太田の各ハローワークのマザーズコーナーにおいて、職業相
談、セミナー等の各種就職支援サービスのオンライン化対応等、求職者の
ニーズに応じたきめ細やかな就職支援を実施

○地域の子育て支援拠点や関係
機関と密接に連携したアウトリーチ
型の支援 を推進（ ９月１２日太田
所面接会でのぐんま・ほほえみ
ネット出張相談）

◆ 「マザーズコーナー」における重点支援対象者の支援状況

支援対象者数 就職件数 就職率

令和７年12月末 ４７９人 ４７３件 98.7％

令和６年度 ６８３人 ６７３件 98.5％

助言・指導 説明会周知

令和７年12月末 ５９件 １５回

令和６年度 １０２件 ２７回

・「年次有給休暇取得促進期間」（10月）に、
年次有給休暇の取得促進に向けて、9月
19日に県内市町村、各商工会議所、各団
体及びショッピングモールへ送付し、9月25
日に局内各課室及び公共職業安定所へポ
スターとパンフレット及び広報文例を送付し
て集中的な広報を実施



第４ 多様な人材の活躍促進と職場環境改善に向けた取組

（２）法の履行確保及び女性活躍推進に向けた取組促進等

３ 女性活躍推進に向けた取組促進等

９

・常用労働者101人以上の事業主のうち、女性の活躍推進企業データベー
スでの情報の公表が１年以上更新されていない事業主を把握し、最新の
数値に更新するよう督促（毎月）
・事業場訪問等で新たに情報公表義務がある旨を把握した事業主に対し、
女性の活躍推進企業データベースでの情報公表を行うよう勧奨

◆一般事業主行動計画策定届出済み企業数（令和７年１２月末現在）

行動計画策定届出企業数 届出率

常用労働者数301人以上 ２３９社 ９８．８％

常用労働者数101人以上300人以下 ５１５社 ９７．５％

◆えるぼし認定企業数（令和７年１２月末現在）

・認定マーク

えるぼし認定 ３７社 （３段階目 ３０社、２段階目 ７社）

プラチナえるぼし認定 １社

・就職意欲が高い子育て中の求職者を対象とした「子育て支援就職面接会」等
を ２月に県内全てのハローワークにおいて開催

○公式キャラクター「ハロまる」を活用した、子供版職業適性検査を実施し、
ハローワークの周知、利用者数の増加を目的としたイベントを開催
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（１） 職場におけるハラスメント防止に関する措置義務の履行確保
・職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産、
育児休業等に関するハラスメント及びパワーハラス
メント防止措置を講じていない事業主に対し是正・
指導を実施

（２） カスタマーハラスメント対策及び就職活動中の
学生等に対するハラスメント対策の推進

・地方版政労使会議において、「カスタマーハラス
メント対策」の取組をテーマに情報共有・意見交換
を行った（令和８年１月30日開催）。
・改正労働施策総合推進法（カスタマーハラスメント
対策）及び改正男女雇用機会均等法（求職者等
に対するセクシュアルハラスメント対策）の周知・
徹底を図るため、説明会を開催
（令和８年１月～３月 計３回 700社対象）
・改正法の効率的な周知のため、ラジオＣＭを活用
（令和８年３月中、計１３回）
・「職場のハラスメント撲滅月間」（12月）にポスター配布等により周知を実施

４ 総合的なハラスメントの防止等

◆ハラスメント関係相談件数

◆ハラスメント関係助言・指導件数

１０

セクシュアルハラスメント
※
妊娠・出産、育児休業等

ハラスメント
パワーハラスメント

令和７年12月末 ８７件 ２６２件 １，２０７件

令和６年度 １３７件 ２６２件 １，３０４件

※妊娠・出産、育児休業等に 関する不利益取扱いを含む

セクシュアルハラスメント
妊娠・出産、育児休業等

ハラスメント
パワーハラスメント

令和７年12月末 ３５件 １１３件 １１８件

令和６年度 １３件 ４５件 ３６件

（３） 早期の紛争解決に向けた体制整備

・あらゆる労働問題に関する相談について、総合労働相談コーナーにおい
てワンストップで対応
・労働局長による助言・指導、紛争調整委員会によるあっせん等により解
決を支援

◆個別労働紛争相談内容別件数

相談延べ件数（うち「いじめ・嫌がらせ」相談件数）

令和７年12月末（暫定値） ４，４７４件（７００件）

令和６年度 ６，１５９件（１，１３０件）

◆助言・指導件数

申請件数

令和７年12月末（暫定値） １０２件

令和６年度 １４２件

件数

令和７年12月末（申請件数） ２８件

令和６年度（申請件数） ５８件

紛争当事者双方のあっせん参加件数／処理終了
件数（R７.12月末）

２０件/３８件 （52.6％）

あっせん開催による合意成立件数/紛争当事者双
方のあっせん参加件数（R７.12月末）

９件/２０件 （45.0％）

◆あっせん件数

※処理終了件数には前年度からの繰り越し事案を含む。
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（１） 高齢者の就労による社会参加の促進、高齢者が安心して安全に
働くための職場環境の整備等

 

５ 多様な人材の活躍推進

〇70歳までの就業機会確保

◆「高年齢者雇用状況報告」の集計結果（21人以上規模企業）

70歳まで
の就業確
保措置実
施企業

内訳

定年廃止
定年の
引上げ

継続雇用制
度の導入

創業支援措
置等の導入

令和７年 35.7% 4.3% 3.1% 28.2% 0.1%

令和６年 34.0% 4.4% 2.9% 26.6% 0.1%

※本集計では小数点第２位以下を四捨五入しているため、内訳の積   
   み上げが合計と合致しない場合がある

○高年齢者の多様なニーズに対応するため、全ハローワークで高年齢
者への就労支援を実施

・前橋・高崎・桐生・伊勢崎・太田・館林・渋川のハローワークでは、高年
齢者専門の「生涯現役支援窓口」でチームによる就労支援等を実施

◆「生涯現役支援窓口」における65歳以上支援状況

就職件数 就職率

令和７年１２月末 ９７５件 93.2%

令和６年度 ９９５件 88.9%

１１

（２）障害者の就労支援

・ハローワークを中心として、障害者就業・生活支援センターをはじめ地域の
関係機関と連携し、採用の準備段階から採用後の職場定着まで一貫した求

  職者及び未達成企業等に対するチーム支援等の就労促進により、令和７年
  の障害者実雇用率は2.35％（法定雇用率2.5％、全国平均2.41％）

・達成企業割合は54.3％と企業の過半数に上り、全国平均（46.0％）と比べる
  と高い状況

◆令和７年障害者雇用状況報告（各年６月１日時点）

・障害者の雇用促進については、就職面接会・事業所相談会を各ハロー
 ワークが開催している

◆ハローワークにおける障害者の就職件数

令和７年１２月末 １，２５８件

令和６年度 １，７７４件

実雇用率 達成企業割合

令和７年 2.35% 54.3%

令和６年 2.35% 53.2%

（３）生活困窮者等への就労支援

• 前橋市・高崎市の市役所庁舎内に設置したハローワーク常設窓口におい
て、地方公共団体と一体的に就労支援を実施

◆常設窓口における支援対象者の実績

《前橋市》 支援対象者数 就職者数 就職率

令和７年12月末 107人 67人 62.6％

令和６年度 137人 95人 69.3％

《高崎市》 支援対象者数 就職者数 就職率

令和７年12月末 103人 69人 67.0％

令和６年度 151人 135人 89.4％

〇一体的実施施設（生保型）
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（４） 就職氷河期世代を含む中高年齢層へ向けた就労支援

○「ぐんま中高年世代活躍応援プロジェクト」
     「ぐんま就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム」から名称を改め、就職
氷河期世代を含む中高年世代に対象を拡大。引き続き安定就労の実現と
活躍の場を広げるための支援に官民が協働して取り組んでいる

○前橋・高崎・太田・沼田のハローワークにミドルシニア専門窓口を設置し、
担当者チーム制による一貫した伴走型支援を実施

○中高年世代活躍応援プロジェクト委託事業
   として、群馬住みます芸人「アンカンミンカン」
   富所哲平氏を起用した中高年世代支援PR
   動画を作成し、YouTubeを活用して専門窓口
設置ハローワークや支援メニューを周知

○11月に太田で就職氷河期世代を中心とした
合同企業説明会を実施

◆参加事業所 25事業所
◆参加者数 58名

５ 多様な人材の活躍推進

１２

（５） 新卒応援ハローワーク等における困難な課題を抱える新規学卒者等へ
の支援

  
 ○新規学卒者等について、就職支援ナビゲーターを中心に、各種セミナーや
模擬面接指導等のきめ細やかな担当制による就職支援を実施

◆大学新卒者の就職内定率

◆高校新卒者の求人・求職・就職内定率

○県や民間金融機関が実施するビジネスマッチングフェアに参加。見学に
来場した学生に、ハローワークのグッズを配布し利用促進を行うとともに、
フェア内の学生ツアーでセミナーやキャリアインサイトを実施。職業理解
や企業理解の促進を行った
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（６） 外国人労働者対策

５ 多様な人材の活躍推進

〇外国人材受け入れの環境整備

・前橋、伊勢崎、太田及び館林のハローワー
  クに外国人雇用サービスコ ーナーを設置し、
  外国人求職者の専門の相談員やスペイン語・
  ポルトガル語等の通訳を配置し、安心して職
  業相談ができる体制を整備
・伊勢崎・太田・館林のコーナーには、ビデオ
  通話により30言語の通訳が可能なタブレット
  を配置し、多言語に対応

・求職中の方を対象に、日本の職場におけ
 るコミュニケーション能力の向上、職場習
 慣や雇用慣行、労働関係法令、社会保険
 制度等に関する知識の習得を目的とした
 研修を実施し、安定的な就職を促進

・ハローワーク前橋に設置した留学生
  コーナーにおいて、大学のキャリア
 センター等と連携して、留学生の国内
 就職の促進に向けた支援を実施

・伊勢崎市との共催により、市内企業に向けて
外国人労働者の不法就労防止や雇用管理改
善、職場定着を目的としたセミナーを実施

１３

・群馬労働局監督課及び太田労働基準監督署に
設置した外国人労働相談コーナーや、外国人
労働者向け相談ダイヤル・労働条件相談ほっと
ライン（13言語）で、外国人労働者からの労働相
談に対応
・技能実習生等の外国人労働者に対して「強制労
働」など人身取引が疑われる事案については、
外国人技能実習機構との合同監督・調査を実
施し、司法処分を含め、厳正に対処



（１） 長時間労働の抑制

○ 11月に過重労働解消キャンペーンを実施

◆ 使用者団体、労働組合、災防団体、
社会保険労務士会に対し、長時間労働
削減を始めとする働き方の見直しに向
けた取組に関する協力要請を実施

◆ 長時間労働が疑われる事業場に対
する重点的な監督指導の実施

◆ 全国一斉の無料電話相談及び過
重労働相談の実施

◆ 労働局長によるベストプラクティス
企業との意見交換
訪問企業：（株)ベイシア
取組内容：セルフレジ導入やアプリ

導入による業務効率化

◆ 過労死等防止対策推進シンポジウムを開催
遺族の体験談、企業の取組事例の紹介、基調講演等を実施
（約１００名が参加）

第４ 多様な人材の活躍促進と職場環境改善に向けた取組

（２）労働条件の確保・改善対策

６ 安全で健康に働くことができる環境づくり

１４

◆ 中小企業及び適用開始業務等に対する労働時間等説明会の実施

回数

説明会 ２１回

※令和７年度（12月末時点）

◆ 監督署に設置された「労働時間相談・支援班」による支援（発着荷主等
に対する要請を含む。）の実施

件数

要請件数 ４６３件

※令和７年度（12月末時点）

◆ 技能実習生を含めた外国人労働者対策の推進
・ 労働基準関係法令違反の
疑いがある外国人技能実習
生の実習実施先の事業場に
対する監督指導を実施
・ 出入国在留管理機関及び
外国人技能実習機構との相
互通報制度を確実に運用

◆ 自動車運転者対策の推進
・ 労働条件確保上に問題があると考えられる
トラック運転者を使用する事業場に対する監督
指導を実施
・ 地方運輸機関との相互通報制度の確実な運用

◆ 建設工事の発注者向け協力依頼の実施
         群馬労働局と関東地方整備局が合同で、建設工事

の発注者に対し、長時間労働の改善、賃上げ、労働
災害防止について、協力依頼を実施
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６ 安全で健康に働くことができる環境づくり ・休業４日以上の死傷災害が前年同期
に対して減少している一方、死亡災害
が９月から11月にかけて多発したため、
局独自のチラシを作成して「年末年始
における労働災害防止に向けた注意
喚起について（お願い）」を要請
（12月３日、67団体）

・行動災害防止が主要課題となっている小売業及び社会福祉施設に係る
「+Safe協議会」を継続開催（社会福祉施設12月・小売業１月）

・行動災害防止対策、リスクアセスメント、職業性疾病予防対策などの関連
施策に対する意見の収集のため、安全衛生労使専門家会議の構成員に

   よる事業場視察を実施（１月30日）

○健康障害防止対策の推進

◆全国労働衛生週間に労働衛生の取組に積極的な事業場を対象として労
働局長よる事業場巡視を実施（10月３日） ）

    

◆長時間労働やメンタルヘルス不調などによる健康障害を防止するため、医
   師による面接指導やストレスチェック制度などのメンタルヘルス対策の実施
   について、事業場に対する指導を実施

（３） 労働災害を防止し、労働者が安全で健康に働くことができる環境の整備

○労働災害防止に向けた取組

◆労働災害発生状況（群馬県内・速報値）

◆第14次労働災害防止計画に基づく群馬労働局推進計画について、リーフ
   レットを配布・説明し、自発的な取組に向けた周知啓発を実施するとともに、
   事業場にアウトプット指標自主点検を依頼（令和７年９月～令和８年１月）

◆１～３月を「冬季転倒災害防止重点取組期間」
   と位置付け、「冬こそSTOP！転倒災害」の
   キャッチフレーズのもとで、周知・啓発を実施
   （12月26日プレスリリース。労働災害防止関
   係団体（９団体）に会員への周知を依頼）

◆高年齢労働者の労働災害防止に向けた職場
   環境の実現に向けて、エイジフレンドリーガイ
ドラインや同補助金の周知を実施

◆業種別（陸上貨物運送事業、建設業、製造業）
   の労働災害防止対策の推進

・年末の労働災害防止の徹底を図るため、建設現場に対して北関東一斉建
設現場監督指導を実施（12月）

令和７年
１月～12月

令和６年
１月～12月

前年同期比

死傷者数 2,326人 2,473人 5.9％減少

死亡者数 16人 16人 同数

１５

※局長による「歩行姿勢測定」の体験 ※局長による「野菜摂取量の見える化」の体験
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６ 安全で健康に働くことができる環境づくり ○労働安全衛生法及び作業環境測定法改正の周知

◆各種説明会等において、労働安全衛生法及び作業環境測定法の改正を
   周知◆治療と仕事の両立支援の取組を促進するため、群馬産業保健総合支援

   センターと連携し、群馬県両立支援推進チーム会議を開催し、情報共有を
   図るとともに、制度活用促進に向けた意見交換を実施（12月17日）

◆関係者の資質向上のため、群馬職域メンタルヘルス交流会（11月６日）、
   群馬衛生管理者協議会（12月10日）において、最新の行政情報について
   説明を行うとともに、参加者相互の情報交換等を実施

◆群馬県の建設部局・環境部局、及び監督署が合同で石綿障害予防規則の
遵守状況の確認等の建設リサイクル法に関する全国一斉パトロールを実施

◆自律的な化学物質管理活動を推進するとともに、広く一般に職場における
   危険・有害な化学物質管理 の重要性に関する意識の高揚を図るため、
   「化学物質管理強調月間」を実施 （２月）

１６
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６ 安全で健康に働くことができる環境づくり【基準部】

給付件数 新規受給者

令和７年度
（11月末現在）

58,863件 8,567人

令和６年度 89,811件 13,201人

令和５年度 89,728件 13,279人

（４） 労災保険給付の迅速・適正な処理

・労災保険給付の概要（全給付）

・長期間の過重業務の評価にあたり、労働時間と労働時間以外の負荷
要因を総合評価して労災認定することを明確化した脳・心臓疾患の
労災認定基準について広く周知を図るとともに、認定基準等に基づく
迅速かつ的確な事務処理を推進

③労災保険の窓口業務について、相談者等への丁寧な説明や請求人
への処理状況の連絡等を確実に実施

④脳・心臓疾患の請求・認定状況

請求件数 支給決定件数

令和７年度

（12月末現在）
６件 ０件

令和６年度 13件 ２件

令和５年度 12件 ７件

⑤精神障害事案の請求・認定状況

請求件数 支給決定件数

令和７年度

（12月末現在）
31件 １件

令和６年度 46件 ９件

令和５年度 40件 11件

※精神障害に係る請求については、対人関係により障害請求を発病した
と主張するものが多く、請求件数は、令和７年度は令和６年度と同水準

②過労死等事案について、認定基準に基づき、迅速・適正な事務処理を
一層推進

①労災保険給付の請求に対し、迅速・適正な事務処理を実施

・業務による心理的負荷評価表を明確化する等、令和５年９月に改正
した心理的負荷による精神障害の認定基準について引き続き周知を
図るとともに、認定基準等に基づく迅速かつ的確な事務処理を推進

※脳・心臓疾患に係る請求については、長時間労働があったとするものが
依然としてあるが、請求件数は、令和７年度はやや減少
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